
個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約（ＯＫＢペイメントプラット入会用） 

 

第１条（提携先募集会員） 

個人情報の取扱いに関する同意条項で定める会員等のうちＯＫＢペイメントプラットの募集行為（営業店舗またはそ

の運営するサイト・アプリ等での当社が発行するカードの募集）によりカードに申込みをした方を、提携先募集会員

とします。 

 

第２条（ＯＫＢペイメントプラットへの個人情報の提供及び利用に関する同意） 

１．提携先募集会員は、当社が保護措置を講じた上で、ＯＫＢペイメントプラットに対し、ＯＫＢペイメントプラッ

トにおける提携先募集会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、ＯＫＢペイメントプラットがこれを利用す

ることに同意します。 

(1)三井住友カード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しくは提携先募集会員が当社に提出する書類等に

記載されている情報 

(2)本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限および変更後のカード番号・有効期限 

(3)カード会員番号が無効となった事実（但し、その理由は除く） 

(4)カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く） 

(5)本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く） 

(6)本カードの紛失・盗難・偽造等の事故情報および当該カード回収に関する情報 

２．提携先募集会員は、当社が保護措置を講じた上で、ＯＫＢペイメントプラットのクレジットカード業、割賦金融

業事業における、①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査・商品開発、および、③宣伝物・

印刷物の送付等の営業案内を目的として、第１項(1)および下記の個人情報を提供し、ＯＫＢペイメントプラットがこ

れらを利用することに同意します。 

本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報 

３．提携先募集会員は、前項の同意の範囲内でＯＫＢペイメントプラットが当該情報を利用している場合であっても、

ＯＫＢペイメントプラットに対しその中止を申出ることができます。 

株式会社ＯＫＢペイメントプラット ペイメント営業部 

〒503-0887 岐阜県大垣市郭町 ２丁目２５番地 

Tel 0584-74-2221 E-mail okbppp@okbnet.ne.jp 

 

第３条（当社への個人情報の提供及び利用に関する同意） 

１．提携先募集会員は、ＯＫＢペイメントプラットが保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関す

る同意条項」第 1 条第 1 項記載の目的のために、下記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。 

(1)会員規約等若しくは提携先募集会員とＯＫＢペイメントプラット間の契約等に基づき 提携先略称 に届出のあ

った情報または提携先募集会員がＯＫＢペイメントプラットに提出する書類等に記載されている情報 

(2)ＯＫＢペイメントプラットにおける提携先募集会員の会員資格及びこれに関連する情報 

２．提携先募集会員は、ＯＫＢペイメントプラットが保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関す

る同意条項」第 1 条第 2 項記載の目的およびＯＫＢペイメントプラットのクレジットカード業、割賦金融業に関する

宣伝物・印刷物の送付のために、前項(1)に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。 

３．提携先募集会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止

を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申

出は「個人情報の取扱いに関する同意条項」第 10 条第 1 項記載の連絡先に行うものとします。 

 

第４条（≪提携先略称≫における共同利用に関する同意） 

  提携先募集会員は、ＯＫＢペイメントプラットが保護措置を講じたうえで、大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企



業のそれぞれの事業等における、提携先募集会員への特典・商品・サービスに関する各種営業案内の送付を目的とし

て、提携先募集会員の個人情報（第 1 条第 1 項に定める情報。ただし(2)の情報を除く。）について、大垣共立銀行（Ｏ

ＫＢ）グループ企業と共同利用することに同意します。なお、提携先募集会員は、これらの営業案内等を希望しない

場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内などを除き、ＯＫＢペイメントプラットおよび

大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業に対しその中止を申し出ることができます。 

 

第５条（共同利用の目的外の利用禁止） 

  大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業各社は、提携先募集会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な

注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとします。 

 

第６条（共同利用する者の範囲） 

  大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業の名称・事業内容・住所・電話番号は、ホームページ（https://www.okb.co.jp/）

でご確認いただけます。 

 

第７条（共同利用における個人データ管理について責任を有する者） 

  前条による大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業において共同利用する個人情報の管理について責任を有する者

は、大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループとします。大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループの住所、電話番号および代表者の

氏名は、本特約の末尾に記載しております。 

 

第８条（開示請求等のお問合せ先） 

１．第３条による共同利用により大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業が取得する提携先募集会員の個人情報の開示・

訂正・削除請求等についてのお問合せ先は、本特約末尾記載の各社とします。 

２．大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業各社の個人情報取扱責任者、問合せ担当者および連絡先は、本特約末尾記

載のとおりです。 

 

第９条（共同利用者の関係） 

  第３条による共同利用は、大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業の範囲で行い、それ以外の第三者との間では共

同利用をしないものとします。 

 

第１０条（共同利用する個人情報の取扱いに関する事項） 

  大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業は、共同利用における提携先募集会員の個人情報の取扱いについて、漏え

い防止措置をとり、目的外の加工、利用、複写、複製等を行いません。 

 

第１１条（共同利用する個人情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置） 

  大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業が本特約に定める事項を遵守しなかった場合は、速やかに共同利用を中止

するものとします。 

 

第１２条（共同利用する個人情報に事件・事故が発生したときの報告・連絡に関する事項） 

  大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業が共同利用している個人情報につき漏えい等の事故が生じたときは、当該

提携先募集会員に対して速やかに報告するものとします。 

 

第１３条（共同利用を終了する際の手続き） 

  大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業が共同利用を終了したときは、大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業各社

は、速やかに保有する個人情報を廃棄するものとします。 



個人情報に関するお問合せ先 

三井住友カード株式会社 

〒135-0061 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 31 号 SMBC 豊洲ビル 

電話 03－6634－1700  

 

大垣共立銀行（ＯＫＢ）グループ企業 

株式会社ＯＫＢペイメントプラット 

〒503-0087 岐阜県大垣市郭町二丁目 25 番地 Kix ビル 8F 

電話 0584－74－2221 

代表者の氏名 高桑 光範 

以上 


